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各都道府県建設業協会会長 殿 

 

一般社団法人全国建設業協会 

                      会 長 近 藤 晴 貞 

                       （公印省略） 

 

建設業における職長等及び安全衛生責任者の 

能力向上教育に準じた教育について 

 

 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

平素より本会の活動に対しまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

 さて、建設業の職長等の能力向上教育に準じた教育及び安全衛生責任者の能

力向上教育に準じた教育については、安全衛生教育推進要綱(平成 3 年 1 月 21

日付け基発第 39 号)別表の 2 の（3）及び（5）において示されているところで

すが、今般、厚生労働省から同推進要綱に基づき、建設業の職長等の能力向上

教育に準じた教育等の詳細が定められた旨、別添のとおり通知がありました。 

つきましては、建設業における労働災害防止を推進するため、職長等及び安

全衛生責任者について、能力向上教育に準じた教育が受けられるよう、貴協会

会員の皆様に対し、周知いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

          以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：労働部 又木 
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